
 掲示期間 5.8-5.17 
 

 新潟市監査委員監査基準の一部を改正する規程を次のように定める。  

  令和８年５月８日  

                    新潟市監査委員  古 俣 泰 規  

                       同     伊 藤 秀 夫  

                       同     細 野 弘 康  

                       同     中 山   均  

新潟市監査委員訓令第１号  

   新潟市監査委員監査基準の一部を改正する規程  

 新潟市監査委員監査基準（令和２年監査委員訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項第９号中「法２４３条の２の８第３項」を「法２４３条の２の９第３項」

に改める。  

   附 則  

この規程は、令和８年９月２４日から施行する。  

 


